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 有価証券報告書には、役員報酬や政策保有株式等のガバナンス情報等、投資家がそ

の意思を決定するに当たって有用な情報が豊富に含まれており、上場会社においては、

投資家が株主総会の前に有価証券報告書を確認できるようできる限り配慮すること

が望ましいと考えられます。 

 この点、有価証券報告書の提出は、本来、株主総会の３週間以上前に行うことが最

も望ましいと考えられますが、多くの上場会社がただちにこうした対応を行うことに

は実務上の課題も存在すると承知しており、現在、金融庁では、官民の関係者と連携

し、企業負担の合理的な軽減策を含め、課題の洗い出しや対応策の検討等を行ってい

るところです。 

 他方、足元の有価証券報告書の提出状況を見ると、株主総会同日又は数日以内の提

出が９割以上を占めていることから、現状でも、株主総会の前日ないし数日前に提出

することには日程上の大きな支障はないのではないかと考えられます。これまで株主

総会前の開示に取り組んでいない上場会社におかれましては、有価証券報告書を株主

総会前の望ましい時期に開示する取組を進めるための第一歩として、今年から、まず

は有価証券報告書を株主総会の前日ないし数日前に提出することをご検討いただく

ようお願いいたします。 

 なお、金融庁としては、2025 年３月期以降の有価証券報告書の提出状況について実

態把握を行い、有価証券報告書レビューの重点テーマ審査において株主総会前の提出

を行わなかった場合の今後の予定等について調査を行うなどの対応を検討してまい

ります。 

 ＜参考＞ 
  有価証券報告書の提出状況（2023 年４月期～2024 年３月期決算）  金融庁調べ 

 総会同日 総会＋１日 総会＋２日 総会＋３日 母数 

会社数 1,750 1,571 104 297 3,900 

累計比率 45％ 85％ 88％ 95％ ― 

  ※ 株主総会前に有価証券報告書を提出している会社は 57 社（1.5％）。 

以上 


